
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

規
　

　

　

則

】

 

○
　

災

害

救

助

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

福

祉

企

画

課

 
 

則

 
 

（

県

例

規

集

登

載

） 

 
 

【

告
　

　

　

示

】
 

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

 
 

の

更

新

 
 

○
　

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

指

導

監

査

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

応

急

入

院

指

定

病

院

の

指

定

健

康

推

進

課

 
 

○
　

公

共

測

量

の

測

量

期

間

の

変

更

監

理

課

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課
 

の

完

了
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◎
岡
山
県
規
則
第
七
十
二
号

 
　

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
七
年
十
一
月
四
日

 

岡　

山　

県　

知　

事　
　
　

伊　

原　

木　
　
　

隆　
　
　

太　
　
　

 
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
薬
剤
師
」
の
下
に
「
、
栄
養
士
、
管
理
栄
養
士
」
を

「
臨
床
検
査
技
師
」
の
下
に
「
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
」
を
加
え

「
及
び
歯
科
衛
生
士
」
を
「
、
言
語
聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
及

、

、

 

び
歯
科
技
工
士
」
に
、

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

 

 
 

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及

一
人
一
日　

一
四
、
三
〇
〇
円
以
内

 

 
 

び
准
看
護
師

 

 
 

 

 
 

保
育
士
、
社
会
福
祉
士
、
介
護

一
人
一
日　

一
五
、
二
〇
〇
円
以
内

 

 
 

福
祉
士
、
介
護
支
援
専
門
員
、

 

 
 

精
神
保
健
福
祉
士
、
公
認
心
理

 

 
 

師
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

 

 
 

 
 

 

「

 

す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指

 

 
 

 

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及

一
人
一
日　

一
四
、
三
〇
〇
円
以
内

　

を

定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人

に

「
第
四
条
第
五
号
か
ら
第
十
号
」
を
「
第

　

、

 
 

び
准
看
護
師

 

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

平
（

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第

 
」

 
 

二
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
又

 

 
 

は
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定

 

 
 

障
害
児
相
談
支
援
の
事
業
の
人

 

 
 

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

平

 

（

 
 

成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第

 

 
 

二
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
に

 

 
 

規
定
す
る
相
談
支
援
専
門
員

 

」

 

四
条
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 
 

　

 
 

 

法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

救
助
の
種
類
ご
と
に
、
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

登
録
被
災
者
援
護
協
力
団
体
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附　

則

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
□ 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

あ
わ
い
訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
川
入
七
九
五―

五 

グ
リ
□
ン
ビ
レ
□
ジ
Ａ
棟
一
〇
一
号 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 

室 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

晴
れ
の
国
母
子
訪
問
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

笠
岡
市
新
賀
三
三
一
〇 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 

 

真
庭
市
訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

真
庭
市
下
湯
原
五
六 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

水
島
第
一
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

倉
敷
市
神
田
二―

三―

三
三 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 

ス
マ
イ
ル
薬
局
北
畝
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
北
畝
七―

三―

六 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
□
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
□
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

地
域
就
労
循
環
型
事
業
所 

Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ア
シ
ス
ト
□
Ｐ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
□ 

  

２  

所
在
地 

笠
岡
市
笠
岡
大
磯
一
〇
一
番
地
三 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

株
式
会
社
三
倉
屋 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

広
島
県
福
山
市
平
成
台
一
三
番
二
号 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
五
〇
〇
五
〇
三 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型 
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□
四
九
二
□
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□ 

第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
科
病
院
と
し
て
□
次
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

社
会
医
療
法
人
高
見
徳
風
会 

希
望
□
丘
ホ
ス
ピ
タ
ル 

二 

所
在
地 

 
 

津
山
市
田
町
一
一
五 

三 

指
定
期
間 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 
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□
四
九
三
□
美
作
県
民
局
長
か
ら
令
和
七
年
九
月
五
日
付
け
公
布
岡
山
県
公
告
□
公
共
測
量
の
実
施
□

に
お
い
て
公
示
し
た
公
共
測
量
の
測
量
期
間
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
の
通
知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

変
更
前 

 

令
和
七
年
八
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

変
更
後 

 

令
和
七
年
八
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
八
日
ま
で 
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□
四
九
四
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
尾
越
四
七
九
三
番
一
一
□
四
七
九
三
番
一
二
□
四
七
九
四
番
六
□
四
七
九 

四
番
七
□
四
七
九
五
番
四
□
四
七
九
六
番
一
二 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
西
阿
知
町
一
一
四
四
番
地
四 

守
屋 

大
督 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
一
一
号 
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